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●1990年代央：宇和島市の児童養護施設「みどり寮」・谷松豊繁理事
                 長（全養協第６代会長）の導き

●2015年4月：「戦後の要保護児童福祉政策は、浮浪児対策（戦争孤児
対策）の延長線上で来てしまった。」（衆・赤坂宿舎での
勉強会）

「要保護児童の社会的養育問題」との出会い

 「施設入所の子ども達の半数強は虐待が原因。」

⇒「保護」から「養育」へ
⇒「権利主体性」と「家庭養育原則」へ

●「NAISグループ」勉強会➡自民党内勉強会➡自民党議連➡超党派
議連

●2016年：「平成28年抜本改正後の日本の行うべきことは、施設への
 新規入所を原則停止すること。」

 （英国バーナードス元CEO ロジャー・シングルトン卿）
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●「愛着は人間の赤子が生き延びるために必要不可欠なものである」

●「愛着行動とは、子どもが不安な時に、親や身近にいる信頼できる人に訴え、甘え、
安心しようとする行動」

●「訴えや要求に対する応答が密な程、安定した愛着が形成され、小児期以降に安定
した対人関係の礎となる。」

子どもの健全な発育は、特定の大人との愛着形成の下で実現。

英国の児童精神分析者ジョン・ボウルビィ（1907-1990）が提唱。

「子どもは生まれてから五歳ぐらいまでに、親や養育者とのあいだに愛着（強い絆）を形成し、
これによって得られた安心感や信頼感を足がかりにしながら、周囲への世界へと関心を広げ、
認知力や豊かな感情をはぐくんでいくという成長過程をたどります。」

出典：友田明美著 「子どもの脳を傷つける親たち」 NHK出版新書

「生まれてから１歳半くらい、せいぜい２歳までが、愛着が成立する上でのタイムリミットである」
出典：木下勝之 前日本産婦人科医会会長 愛媛県医師会における講演（２０２３年７月３０日）資料

愛 着 理 論 (Attachment Theory)
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」の創設

「逆境体験」と子どもの心身の発達課題

出典：「児童精神科医療の現状と課題」 全国児童青年精神科医療施設協議会
自民党「児童の養護と未来を考える議員連盟」及び超党派「児童虐待から子どもをも守る議員の会」合同総会（2023年2月22日）資料より
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」の創設

「 幼 児 教 育 の 経 済 学 」
(”Giving Kids a Fair Chance)

6

2000年ノーベル経済学賞受賞経済学者
ジェームズ・ヘックマン著
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219,170件（速報）R4年度

H12年度から
約１3 倍以上に増加
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23.5%

日本のみ２０２２年３月末。
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里 親 家庭における養育を里親に
委託

登録里親数 委託里親数 委託児童数 ファミリー
ホーム

養育者の住居において家庭養護
を行う(定員５～６名)15,607世帯 4,844世帯 6,080人

区分

（里親は
重複登録
有り）

養 育 里 親 12,934世帯 3,888世帯 4,709人
ホ ー ム 数 446か所

専 門 里 親 728世帯 168世帯 204人
養子縁組里親 6,291世帯 314世帯 348人

委託児童数 1,718人
親 族 里 親 631世帯 569世帯 819人

小 規 模 グ ル ー プ ケ ア 2197か所

地域小規模児童養護施設 527か所

保護者のない児童、被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童などに対し、公的な責任として、社会的に養護を行
う。対象児童は、約４万２千人。 この数値は、単に「保護され、措置された児童数」に過ぎず、「社会的養育が必要な児童数」非ず！！

里親数、施設数、児童数等

施 設 乳 児 院 児童養護施設
児童心理治療
施 設

児童自立支援
施 設

母子生活支援
施 設

自 立 援 助
ホ ー ム

対 象 児 童

乳児（特に必要な
場合は、幼児を含
む）

保護者のない児童、
虐待されている児
童その他環境上養
護 を 要 す る 児 童
（特に必要な場合
は、乳児を含む）

家庭環境、学校に
おける交友関係そ
の他の環境上の理
由により社会生活
への適応が困難と
なった児童

不良行為をなし、
又はなすおそれの
ある児童及び家庭
環境その他の環境
上の理由により生
活指導等を要する
児童

配偶者のない女子
又はこれに準ずる
事情にある女子及
びその者の監護す
べき児童

義務教育を終了し
た児童であって、
児童養護施設等を
退所した児童等

施  設  数 145か所 610か所 53か所 58か所 215か所 229か所

定 員 3,827人 30,140人 2,016人 3,340人 4,441世帯 1,575人

現 員 2,351人 23,008人 1,343人 1,162人
3,135世帯

児童5,293人
818人

職 員 総 数 5,555人 20,639人 1,522人 1,839人 2,073人 874人
（出典）
※里親数、ＦＨホーム数、委託児童数、乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・母子生活支援施設の施
設数・定員・現員は福祉行政報告例（令和4年3月末現在）

※児童自立支援施設の施設数・定員・現員、自立援助ホームの施設数、小規模グループケア、地域小規模児
童養護施設のか所数は家庭福祉課調べ（令和3年10月1日現在）

※職員数（自立援助ホームを除く）は、社会福祉施設等調査報告（令和3年10月1日現在）
※自立援助ホームの定員、現員（令和4年3月31日現在）及び職員数（令和3年10月1日現在）は家庭福祉課調
べ

※児童自立支援施設は、国立2施設を含む 10



4,173
3,577

2,938
2,518

2,156

1,864
1,531 1,276

1,150 1,093 890
801 764 543 413 302

168 52 18

-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-

〈入所児童数ベース〉

（出典）厚生労働省子ども家庭局調べ （児童養護施設数 ６０6か所）

3年以上入所 している子どもは15,539人（59.2％）
10年以上入所 している子どもは3,951人（15.1％）
（6.6人に1人は10年以上入所） 15,539人（59.3％）

3,951人（15.1％）

3年以上入所

10年以上入所

長過ぎる児童養護施設の入所期間（2020年）

少な過ぎる児童養護施設の「小規模かつ地域分散化」(令和３年10月1日現在)

※入所児童者総数 26,227人
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都道府県市別の里親等委託率の差
７０都道府県市別里親等委託率（令和３年度末）

里親等委託率は、自治体間の格差が大きい
全国： ２３．５％
最小： ８．６％ （金沢市）
最大： ５９．３％ （福岡市）

里親・ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ委託児童数
※ 里親等委託率（％）＝

 乳児院入所児＋児童養護施設入所児＋里親・ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ委託児

資料：令和３年度福祉行政報告例
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2023年4月 「こども家庭庁」スタート
⇒こどもまんなか社会の実現、こどもと家庭の福祉の増進・保健の向上等の支援、こどもの権利利益の擁護14

（2000年） ※その後、2004年、2007年に法改正。

(2009年)

(2010年)

(2011年)

(2011年)

(2015年～2016年)

(2016年

(2017年

(2018年

(2019年6月)

(2022年6月)
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社会的養育の形態と政府数値目標

［家庭的養護］
・里親
・ファミリーホーム

今後十数年をかけて
概ね 1/3

［できる限り家庭的な
養育環境］
・小規模グループケア
・グループホーム

今後十数年をかけて
概ね 1/3

［施設養護］
・児童養護施設
・乳児院等

（児童養護施設はすべて
小規模ケア）

今後十数年をかけて
概ね 1/3

里親委託率
3歳未満
それ以外の就学前
学童期以降

概ね  5年以内に75％以上
概ね  7年以内に75％以上
概ね10年以内に50％以上

特別養子縁組成立数 概ね5年以内に年間1,000
人以上、その後も増加

「社会的養護の課題と将来像」
（2011年7月）

「新しい社会的養育ビジョン」
（2017年8月）

①［家庭］ 実父母や親族等

②［家庭における養育環境と同様の養育環境］

③［できる限り良好な家庭的環境］
小規模かつ地域分散型施設、まで

［施設の新たな役割］
施設入所は、措置前の一時的な入所に加え、高度専門
的な対応が必要な場合が中心。
高機能化、多機能化を図り、地域で新たな役割を担う。
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施設改革が進んでいない

18

出典：子どもの虐待防止センター 理事 奥山眞紀子
「次期都道府県社会的養育推進計画の策定要領における論点整理等」、「今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項～こども大綱の策定に向けて（中間整理）」への意見
自民党「児童の擁護と未来を考える議員連盟」および超党派「児童虐待から子どもを守る議員の会」合同総会（2023年10月10日）より



H30年度末
実績

5年目 7年目 10年目

（R６年度末） （R８年度末） （R11年度末）

3歳未満 3歳未満
3歳以上

3歳未満
3歳以上 学童期

就学前 就学前 以降

国が策定要領で示す数値 20.5% 75.0%以上 75.0% 75.0%以上 75.0% 75.0% 50.0%以上

和歌山県 20.5% 32.0% - - 55.6% 46.4% 42.1%

鳥取県 24.6% 40.0% - - 60.0%

島根県 23.4% 35.0% 41.0% - 概ね50%以上 - 概ね40%以上

岡山県 32.7% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 50.0%

（岡山市） (14.0%) (75.0%) (75.0%) (75.0%) (75.0%) (75.0%) (50.0%)

広島県 14.1% 29.0%
- -

43.5% 44.0% 42.4%

（広島市） (18.8%) (29.0%) (43.5%) (44.0%) (42.4%)

山口県 20.0% 33.3% - - 45.0%

徳島県 12.8% 60.0% 60.0% 55.0% 60.0% 55.0% 43.0%

香川県 23.8% 51.7% 40.5% 70.0% 70.0% 40.0%

愛媛県 18.1% 48.0% 56.0% 60.7% 72.0% 77.0% 33.3%

高知県 18.7% 40.0% - - 65.0% 60.0% 50.0%

福岡県 20.7% 52.4% 60.7% 60.4% 60.7% 60.4% 41.9%

佐賀県 31.1% 53.6% 63.0% 75.0% 76.9% 81.5% 48.0%

長崎県 17.6% 61.8% 75.0% 37.4% 75.0% 50.9% 40.3%

熊本県 12.4% 45.4% 55.9% 44.2% 69.8% 58.7% 30.3%

（熊本市） (10.8%) (45.4%) (55.9%) (44.2%) (69.8%) (58.7%) (30.3%)

大分県 33.1% 75.0% - - 75.0%
50.0%～ 35.0%～

75.0% 50.0%

宮崎県 13.4% 36.0% - - 54.0% 44.0% 35.0%

鹿児島県 17.5% 39.7% 39.7% 56.5% 38.6% 58.2% 37.4%

沖縄県 34.7% 37.0% - - 40.0%

仙台市 27.7% 38.9% 46.4% 52.5% 57.6% 65.0% 44.3%

横浜市 15.2% 33.1% 38.7% 43.0% 45.3% 46.9% 31.4%

川崎市 23.2% 75.0% 76.0% 75.0% 76.0% 75.0% 50.0%

相模原市 16.9% 75.0% 75.0% 76.0% 75.0% 76.0% 50.0%

名古屋市 14.4% 45.0% - - 70.0% 30.0% 30.0%

京都市 13.1% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 50.0%

大阪市 16.5% 25.5% - - 41.0% 42.9% 33.9%

堺市 12.4% 31.4% - - 46.0% 37.3% 32.2%

神戸市 12.4% 38.0% - - 58.3% 30.9%

北九州市 19.1% 38.6% 42.2% 42.9% 48.9% 47.0% 32.1%

福岡市 47.9% 77.1% 75.8% 76.9% 76.7% 75.0% 58.8%

世田谷区 76.9% 75.9% 77.4% 75.0% 76.5% 50.2%

横須賀市 18.9% 33.0% - - 45.0%

明石市 57.1% - - 100.0% 100.0% 62.1%

H30年度末
実績

5年目 7年目 10年目

（R６年度末） （R８年度末） （R11年度末）

3歳未満 3歳未満
3歳以上

3歳未満
3歳以上 学童期

就学前 就学前 以降

国が策定要領で示す数値 20.5% 75.0%以上 75.00% 75.0%以上 75.00% 75.00% 50.0%以上

北海道 34.5%
現状からの増加 - - -

（札幌市） (29.7%)

青森県 27.8% 38.5% - - 60.9% 62.2% 47.9%

岩手県 26.2% 34.8% 42.8% 44.3% 54.8% 52.6% 46.6%

宮城県 40.2% 51.4% 55.4% 51.9% 63.2% 62.2%

秋田県 12.2% 26.0% - - 40.0%

山形県 20.0% 57.5% - - 75.0% 75.0% 31.7%

福島県 24.6% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 30.0%

茨城県 16.8% 70.0% - - 71.4% 69.8% 60.7%

栃木県 19.2% 53.1% - 54.4% - - 41.0%

群馬県 17.4% 34.0% 38.0% 57.0% 40.0% 75.0% 50.0%

埼玉県 18.8% 36.0%
- - - - -

（さいたま市） (40.0%) (36.0%)

千葉県
（千葉市）

27.9% 57.0%
- -

75.4% 50.5% 32.5%

(31.2%) (55.6%) (73.7%) (74.1%) (50.0%)

東京都 14.9% 14.1% 28.7% 38.2% 50.5% 50.5% 33.6%

神奈川県 16.5% 34.2% - - 75.0% 75.0% 24.6%

新潟県 40.0% 53.0%
- -

61.0% 77.0% 57.0%

（新潟市） (55.9%) (53.0%) (61.0%) (77.0%) (57.0%)

富山県 18.5% 46.0% - - 66.7% 66.7% 33.3%

石川県 15.9% 40.0%
- -

60.0% 35.0%

（金沢市） (15.4%) (40.0%) (60.0%) (35.0%)

福井県 16.6% 33.0% - - 65.0% 65.0% 35.0%

山梨県 28.8% 57.7% - - 75.0%以上 50.0%以上

長野県 16.1% 40.7% - - 75.0% 67.7% 36.5%

岐阜県 16.1% 48.1% - - 67.9% 47.9% 37.5%

静岡県 21.9% 45.0%

- -

65.0% 58.0% 46.0%

（静岡市） (48.5%) (53.0%) (64.0%) (58.0%) (52.0%)

（浜松市） (26.7%) (56.0%) (67.0%) (59.0%) (49.0%)

愛知県 15.9% 28.5% - - 49.4% 45.7% 30.1%

三重県 28.8% 48.4% - - 60.0% 60.0% 40.0%

滋賀県 34.3% 52.2% - - 73.9% 65.4% 60.2%

京都府 14.8% 25.0% - - 40.0% 33.0%

大阪府 11.6% 47.0% - - 64.0% 44.0% 38.0%

兵庫県 19.2% 37.5% 44.2% 37.9% 55.8% 46.8% 47.1%

奈良県 17.4% 27.0% - - 47.0% 42.0% 31.0%

都道府県社会的養育推進計画について（令和４年度末現在）

○ 各都道府県等から提出された計画について里親等委託率の数値目標や里親推進に向けた取組等をレーダーチャートにて取りまとめたうえで公表。（令和２
年８月７日）

○ その後、個別ヒアリング等を通じて、国の財政面の支援の活用も含めた更なる取組や里親等委託率の目標値の引き上げ等について個別に助言等を実施し、
これらの結果を踏まえた数値目標や取組状況を反映したレーダーチャートを公表。（令和３年３月31日）

○  さらに、都道府県等の取組を強力に支援し、計画の加速化を促すため、令和６年度末までの期間を「集中取組期間」として位置付け、毎年度、「里親委託
加速化プラン」の提出を求めている。

は、策定要領に示す国の基準を満たすもの ※1は、「3歳未満」と「3歳以上就学前」合計の委託率 ※2は、全年齢合計の委託率

※1

※1

※2

※2

※2

※2

※1

※2

※2

※2

※2

◎道・県と指定都市等が一体で計画を策定している場合は、カッコ（ ）で記載している。 19



年度

児童養護施設 乳児院 里親等※ 合計

入所児童数 割合 入所児童数 割合 委託児童数 割合 児童数 割合

(人) (％) (人) (％) (人) 0～2歳 (％) (人) (％)

平成２３年度末 28,803 78.6 2,890 7.9 4,966 13.5 36,659 100

平成２４年度末 28,233 77.2 2,924 8.0 5,407 14.8 36,564 100

平成２５年度末 27,465 76.2 2,948 8.2 5,629 15.6 36,042 100

平成２６年度末 27,041 75.5 2,876 8.0 5,903 16.5 35,820 100

平成２７年度末 26,587 74.5 2,882 8.0 6,234 17.5 35,703 100

平成２８年度末 26,449 73.9 2,801 7.8 6,546 18.3 35,796 100

平成２９年度末 25,282 73.9 2,706 7.8 6,858 19.7 34,846 100

平成３０年度末 24,908 71.8 2,678 7.7 7,104 20.5 34,690 100

令和元年度末 24,539 70.5 2,760 7.9 7,492 21.5 34,791 100

令和２年度末 23,631 69.9 2,472 7.3 7,707 22.8 33,810 100

令和３年度末 23,008 69.4 2,351 7.1 7,798 23.5 33,157 100

（資料）福祉行政報告例（各年度末現在）※ 平成22年度の福島県の数値のみ家庭福祉課調べ

里親等委託率

○里親制度は、家庭的な環境の下で子どもの愛着関係を形成し、養護を行うことができる制度 

○里親等委託率は、平成２３年度末の１３．５％から、令和２年度末には２３．５％に上昇

※ 「里親等」は、平成２１年度から制度化されたファミリーホーム（養育者の家庭で５～６人の児童を養育）を含む。
ファミリーホームは、令和３年度末で４４６か所、委託児童１，７１８人。

里親等委託率の推移

+4.8

+5.2

児
童
福
祉
法
抜
本
改
正
。

変
化
は
殆
ど
加
速
し
て
い
な
い
！
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(27.7)
※※

(28.9)

25.0

25.3

※※()内は0～6歳。
は、乳幼児期の里親等委託率のデータが存在しない事を示す。

０
～
２
歳
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ー
タ
は
令
和
２
年
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か
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な
い
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最小０％～最大85.0%
50%到達している自治体
浜松市 85.0%
新潟市 73.3%
福岡市 72.2%
北海道 65.3%
福島県 59.1%
札幌市 54.4%
大分県 50.0%
堺市     50.0% 

R3年度末

国の目標は７５％

21

代替養育必要な子どもは、
大都市を除けば、各自治
体で二桁。里親委託はそ
れほど難しくないはず

出典：子どもの虐待防止センター 理事 奥山眞紀子
「次期都道府県社会的養育推進計画の策定要領における論点整理等」、「今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項～こども大綱の策定に向けて（中間整理）」への意見
自民党「児童の擁護と未来を考える議員連盟」および超党派「児童虐待から子どもを守る議員の会」合同総会（2023年10月10日）より



」の創設

どの年齢階層を見ても、「家庭養育２割、施設養育８割」
（ 2 0 1 8 年 2 月 1 日 現 在 ）

22

＜％表示は：上段⇒養育形態別、下段⇒年齢階層別＞

主な社会的養
育形態合計

家庭養育 施設養育

里親 ファミリーホーム 児童養護施設 乳児院

0～2歳

人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 %

636
18.8

583
17.2

53
1.6

2,749
81.2

199
5.9

2,550
75.3

3,385
100.0

(9.2) (10.8) (3.5) (9.1) (0.7) (84.3) (9.2)

3～5歳 979
22.0

839
18.8

140
3.1

3,473
78.0

3,033
68.1

440
9.9

4,453
100.0

(14.2) (15.6) (9.3) (11.6) (11.2) (14.5) (12.1)

6～12歳 2,299
16.8

1,727
12.7

572
4.2

11,348
83.2

11,340
83.1

8
0.1

13,647
100.0

(33.3) (32.0) (37.7) (37.8) (42.1) (0.3) (36.9)

13～19歳 2,953
19.2 

2,213
14.4

740
4.8

12,423
80.8 

12,423
80.8

0
0.0

15,376
100.0

(43.2) (41.5) (49.4) (41.5) (46.1) (0.0) (41.6)

児童合計
※

6,895
18.7 

5,382
14.6

1,513
4.1

30,049
81.3 

27,026
73.2

3,023
8.2

36,944
100.0

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

※児童合計には年齢不詳も含む。
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特別養子縁組の成立件数の推移等

特別養子縁組の成立件数

出典：司法統計年報

２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年

４７４ ５１３ ５４２ ４９５ ６１６ ６２４ ７１１ ６９３ ６８３
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「要保護児童問題」が「法律問題」である事の例

●「一時保護」は「行政による、子どもと親、双方の権利を侵害する可能性のある

身柄拘束」。

  ➡漸く、令和４年児福法改正で「親権者等が同意した場合等を除き、一時保護開

始時の司法関与」を導入。

●「一時保護時の通学停止」は、子どもに均しく認められている「学校において

教育を受ける権利」を侵害。

●「親の同意が得られないために里親に出せない」との論理は、親の論理優先

により「子どもの健全な養育を受ける権利」を侵害し、子どもの「家庭養育優先

原則」による愛着形成機会を奪う惧れ。

―――例えば、乳児院入所２年経過後に初めて里親に措置することは、愛着形成

の最重要時期（０～２歳）における健全な養育機会の権利を奪う惧れ。

―――児童相談所の一部では、要保護児童の措置に関し、施設か里親かは児相が

決める前提で協議を進め、同意書では「施設や里親」へ預けることに同意

を求めている。 26



27

「実親の同意なし」は里親に出さない理由になるか？



同 意 書

児童氏名 （以下「児童」という。）
平成・令和 年 月 日生（男・女）

児童の、児童福祉法第２７条第１項第３号又は第２項に基づく措

置（里親もしくは小規模住居型児童養育事業を行う者への委託又は

施設入所。以下「３号等措置」という。）については、下記事項を

確認のうえ同意します。

記

１ ３号等措置中の児童の監護、教育及び懲戒に関する、同児の

福祉のため必要な措置については、３号等措置先の里親、小規

模住居型児童養育事業を行う者又は施設長にお任せします。

２ 保護者の課税状況については、地方税法の規定に基づく課税

台帳等により貴所において確認されることを承諾し、３号等措

置の費用負担については、福岡市の規定どおり期日までに納付

します。

３ 児童が法で定める定期の予防接種及びその他必要な予防接種

を受けるにあたって、これらの予防接種の効果や目的、重篤な

副反応の可能性、予防接種健康被害救済制度などについて理解

した上で、各予防接種実施に係る同意には、３号等措置先の里

親、小規模住居型児童養育事業を行う者又は施設長に委任しま

す。

４ ３号等措置解除については、貴所及び３号等措置先の里親、

小規模住居型児童養育事業を行う者又は施設長と協議します。

令和 年 月 日

（あて先） 福 岡 市 児 童 相 談 所 長

（福岡市こども総合相談センター）

保護者（児童との続柄）

住所

氏名

電話

印

別紙２

28
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16 19 16 13 5

305
329

305
302

275 273

254

267
269 272

250

218
215

178

155

130

115

42 41
53

65
75

85
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115

143 147 145 144
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179 181 189 189
17510.6%

12.6%

15.6%

18.3%

20.9%

24.8%

27.9%

31.5% 31.9% 32.4%

33.3%

39.7%

43.7%

47.9%

52.5%

56.9%

59.3%

0

100

150

200

250

300

350

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

(2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)

（人）

400

（年度末）

乳児院入所児童数

里親等委託児童数

児童養護施設入所児童数

里親等委託率（全年齢）

施設入所児童数・里親等委託児童数・里親等委託率の推移

市民参加型里親普及開始
里親支援体制整備開始

乳幼児短期里親ﾘｸﾙｰﾄ開始
家庭移行支援係設置

施設入所児童の
家庭復帰•親族養育
養子縁組•里親委託
を進めたことで

施設入所児童が大幅減少

第１フェーズ

第２フェーズ

福岡市

乳幼児 87.5%

出典：「家庭養育と虐待予防の推進 ～福岡市のチャレンジ～」 福岡市 こども未来局 こども家庭課 こども福祉係長 福井 充

自民党・超党派議員連盟合同総会（２０２３年４月１２日）資料より 29



● ドイツでは就学前まで、英国では小学校卒業まで、「里親・養子家庭養育」
 が原則。
―――いずれも、施設入所は家庭養育が困難で、特別な専門的なケアが

必要なケースに限定。

● 日本では、平成２８年児福法改正論議開始時から、「乳幼児期は施設入所で
なく、原則『家庭養育（里親・養子）』」との法律上の明記を、「大臣指示」により
繰り返し主張。

       結果、改正法公布時の「局長通知」において、「乳幼児期における家庭養
育原則」を「国の原則」として児相設置自治体に明確に発信。

「乳幼児期は家庭養育」は２８年法改正以降、我が国の大原則

30

平成２８年６月３日、厚労省雇・児局長通知＜改正児福法公布通知＞
（「里親ガイドライン」にも同様に明記）

「・・・養子縁組や里親・ファミリーホームへの委託を積極的に推進すること
が重要である。特に就学前の乳幼児期は、愛着関係の基礎を作る時期で
あり、児童が安心できる、温かく安定した家庭で養育されることが重要であ
ることから、養子縁組や里親・ファミリーホームへの委託を原則とすること
とする。」



乳児院からの措置変更先 :施設ウェイトは変わらず

1  乳児院からの措置変更する子ども

できるだけ早い時期に家庭における養育環境と同様の養

育環境で、特定の大人との愛着関係の下で養育されるこ

とが子どもの心身の成長や発達には不可欠であることか

ら、原則として、里親委託への措置変更を検討する。

50.0%
1年未満

29.4%
1年以上～ 2年未満

「里親委託ガイドライン」における記述乳児院の在所期間別在籍児童数について

（令和2年3月1日現在） （令和3年3月29日現在）

4%
3年以上～4年未満

1.4%
4年以上～5年未満

14.6%
3年以上～4年未満

0.4%
5年以上～6年未満

0.1%
6年以上～7年未満

（上段は人、下段は％）
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乳児院退所者

家庭復帰へ

家庭と同様の養育環境へ 施設へ

その他
里親へ FHへ 養子縁組へ

養護施
設へ

その他
施設へ

平成25年度
人数 2,131 957 307 224 31 52 730 684 46 137 

構成比 100% 44.9% 14.4% 10.5% 1.5% 2.4% 34.3% 32.1% 2.2% 6.4%

平成28年度
人数 1,965 854 377 280 15 82 611 567 44 123 

構成比 100% 43.5% 19.2% 14.3% 0.8% 4.2% 31.1% 28.9% 2.2% 6.3%

令和元年度
人数 1,877 736 438 314 25 99 648 531 117 55 

構成比 100% 39.2% 23.3% 16.7% 1.3% 5.3% 34.5% 28.3% 6.2% 2.9%

令和3年度
人数 1,539 580 390 280 17 93 507 438 69 62 

構成比 100% 37.7% 25.3% 18.2% 1.1% 6.0% 32.9% 28.5% 4.5% 4.0%
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一時保護時も「家庭養育優先原則」だが、全く不徹底

○  令和３年度の児童虐待が理由の一時保護件数は27,310件であり、そのうち一時保護委託件数は
12,107件で、児童虐待を理由とする一時保護総数の約44.3%を占めている。また、一時保護委託先内訳で
は、乳児院・児童養護施設への委託が合計で6,043件と約5割を占めている。

出典：福祉行政報告例
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

一時保護所内
12,556 
(62.2%)

13,152 
(61.8%)

14,468 
(57.2%)

16,853 
(46.1%)

15,800 
(57.7%)

15,203
(55.7%)

一時保護委託
7,619

(37.8%)
8,116

(38.2%)
10,845
(42.8%)

13,411
(53.9%)

11,590
(42.3%)

12,107
(44.3%)

児童養護施設
2,960

(14.7%)
2,860

(13.4%)
3,868

(15.3%)
4,872

(16.1%)
4,113

(15.0%)
4,445

(16.3%)

乳児院
1,274
(6.3%)

1,501
(7.1%)

1,591
(6.3%)

1,857
(6.1%)

1,639
(6.0%)

1,598
(5.9%)

里親
1,161
(5.8%)

1,408
(6.6%)

1,890
(7.5%)

2,658
(8.8%)

2,228
(8.1%)

2,454
(9.0%)

その他
2,224

(11.0%)
2,347

(11.0%)
3,496

(13.8%)
4,024

(13.3%)
3,610

(13.2%)
3,610

(13.2%)

一時保護総数 20,175 21,268 25,313 30,264 27,390 27,310

＊ ( )は、一時保護総数に占める割合。
※平成２２年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値



」の創設

「健全な養育を受ける権利」を真に守る「こどもまんなか政府」への期待
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こども家庭庁幹部の気になる発言（「福祉新聞」2023年10月11日配信）

「里親委託を進めることは重要ですが、中には特定の大人との関係づくりが苦手なこどももいます。気持ち
にしっかりと耳を傾け、こどもが自分に合う支援メニューを選べることが重要です。施設も役割を果たしてもら
いたいと考えています。」

加藤鮎子こども担当大臣やこども家庭庁幹部に言って頂きたい事

「小さい子ども（乳幼児）が、乳児院を含む施設で長く暮らしていると、 特定の大人との関係づくりが苦手
な子どもになってしまいます。だから、特定の大人との関係づくりが苦手な子どもにならないように、小さい子
どもは、全員、ゼロ歳児からを含め、できるだけ小さい時から里親を選べるようにしましょう。

大きい子ども（学齢児）も、特定の大人との関係づくりができる子どもになるためにも、里親家庭はとても大
事な環境です。里親さんは、こういった子どもと関係を作るのが大変なので、里親支援センターを中心として、
地域のみんなで里親子を支援しましょう。

そして、どうしても、里親家庭での養育が困難な、ケアニーズの高い年長の子どもには、濃厚で温かい専
門的ケアを施設が十分提供し、一日も早く里親家庭に行けるようにして頂きたい。年長の子どもは受けませ
ん、などと言わずに、施設も、平成２８年児童福祉法改正で明示された、新しい時代にふさわしい、高い専門
性を発揮する新しい役割を子ども達のために果たしてもらいたいと思います。」
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里親への手当等の目的と支給額

  里親手当   養育里親   90,000円（2人目以降：  90,000円）
         （月額/人）        専門里親  141,000円（2人目 ：141,000円）

   

一般生活費（食費、被服費等） 乳児 60,670円
（月額/人） 乳児以外  52,620円

その他（教育費、入進学・就職・大学進学等支度費、医療費、通院費等）

里親の種類と委託数・委託児童数

里親に支給さ
れる手当等

（里親数、児童数は福祉行政報告例）
（２０２３年３月末現在）

（２０２３年度単価）

種類 養育里親 専門里親 養子縁組里親 親族里親 合計

登録里親数 12,934世帯 728世帯 6,291世帯 631世帯 20,584世帯

委託里親数 3,888世帯 168世帯 314世帯 569世帯 4,939世帯

委託児童数 4,709人 204人 348人 819人 6,080人

※2020年度から2人目以降の手当額を増額
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里親養育包括支援（フォスタリング）事業の自治体別の金額（令和４年度）

○児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金の令和４年度交付決定における里親養育包括支援（フォスタリング）事 
業の自治体別の交付申請額は以下のとおり。
※ 令和４年度交付決定は自治体からの交付申請額どおり行われている。

自治体名 金額

北海道 18,972,000

青森県 11,902,000

岩手県 18,101,000

宮城県 33,372,000

秋田県 9,624,000

山形県 5,544,000

福島県 838,000

茨城県 69,440,000

栃木県 30,640,000

群馬県 12,446,000

埼玉県 33,946,000

千葉県 23,974,000

東京都 195,037,000

神奈川県 36,688,000

新潟県 4,219,000

富山県 5,397,000

石川県 4,133,000

福井県 10,339,000

山梨県 20,400,000

長野県 23,990,000

自治体名 金額

岐阜県 66,000,000

静岡県 25,457,000

愛知県 20,375,000

三重県 28,694,000

滋賀県 15,224,000

京都府 1,096,000

大阪府 114,901,000

兵庫県 32,000,000

奈良県 6,213,000

和歌山県 29,860,000

鳥取県 7,843,000

島根県 1,329,000

岡山県 4,623,000

広島県 7,597,000

山口県 22,907,000

徳島県 6,254,000

香川県 3,335,000

愛媛県 462,000

高知県 28,790,000

福岡県 106,794,000

自治体名 金額

佐賀県 36,361,000

長崎県 14,074,000

熊本県 62,625,000

大分県 20,282,000

宮崎県 27,067,000

鹿児島県 3,414,000

沖縄県 15,275,000

札幌市 33,072,000

仙台市 5,654,000

さいたま市 3,126,000

千葉市 18,202,000

横浜市 19,953,000

川崎市 58,990,000

相模原市 9,498,000

新潟市 2,306,000

静岡市 15,589,000

浜松市 2,815,000

名古屋市 29,405,000

京都市 18,869,000

大阪市 88,302,000

自治体名 金額

堺市 6,859,000

神戸市 7,365,000

岡山市 4,564,000

広島市 4,682,000

北九州市 5,298,000

福岡市 45,757,000

熊本市 36,725,000

港区 34,195,000

世田谷区 31,100,000

中野区 19,824,000

豊島区 6,715,000

荒川区 20,198,000

板橋区 22,600,000

江戸川区 27,977,000

横須賀市 2,668,000

金沢市 209,000

明石市 7,152,000

奈良市 7,908,000

（単位：円）

合計 1,875,431,000
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児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第66号）の概要

改正の趣旨

改正の概要

施行期日

児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支
援のための体制強化等を行う。

１．子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充【児童福祉法、母子保健法】

①市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センター（※）の設置や、身近な子育て支援の場（保育所等）に

おける相談機関の整備に努める。こども家庭センターは、支援を要する子どもや妊産婦等への支援計画（サポートプラン）を作成する。
※子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを見直し。

②訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業をそれぞれ新設する。これらを含む家庭支援の事業について市区町村

が必要に応じ利用勧奨・措置を実施する。

③児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型

（福祉型、医療型）の一元化を行う。

２．一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上【児童福祉法】 

①一時保護所の設備・運営基準を策定して一時保護所の環境改善を図る。児童相談所による支援の強化として、民間との協働による親子再統合の事業の実施や、
里親支援センターの児童福祉施設としての位置づけ等を行う。

②困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業を創設する。

３．社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化【児童福祉法】

①児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化する。社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設する。

②障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体（都道府県・政令市）を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする。

４．児童の意見聴取等の仕組みの整備【児童福祉法】 
  児童相談所等は入所措置や一時保護等の際に児童の最善の利益を考慮しつつ、児童の意見・意向を勘案して措置を行うため、児童の意見聴取等の措置を講ずることと

する。都道府県は児童の意見・意向表明や権利擁護に向けた必要な環境整備を行う。

５．一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入【児童福祉法】 

児童相談所が一時保護を開始する際に､ 親権者等が同意した場合等を除き､ 事前又は保護開始から７日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の手続を設ける。

６．子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上【児童福祉法】 

 児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を要する事項について十分な知識・技術を有する者を新たに児童福祉司の任用要件に追加する。

７．児童をわいせつ行為から守る環境整備（性犯罪歴等の証明を求める仕組み（日本版DBS）の導入に先駆けた取組強化）等【児童福祉法】 

 児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化を行うとともに、ベビーシッター等に対する事業停止命令等の情報の公表や共有を可能とするほか、

  児童福祉施設等の運営について、国が定める基準に従い、条例で基準を定めるべき事項に児童の安全の確保を加えるなど所要の改正を行う。

令和6年4月1日（ただし、5は公布後3年以内で政令で定める日、７の一部は公布後3月を経過した日、令和５年４月１日又は公布後2年以内で政令で定める日）

※当該規定に基づいて、子ども家庭福祉の実務経験者向けの認定資格を導入する。
※認定資格の取得状況等を勘案するとともに、業務内容や必要な専門知識・技術、教育課程の明確化、養成体制や資格取得者の雇用機会の確保、といった環境を整備しつつ、
その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、施行後２年を目途として検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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都道府県等・児童相談所による支援の強化

○ 児童相談所の業務負荷が著しく増大する中で、民間と協働し、支援の強化を図る必要がある。

○ このため、民間に委託した場合の在宅指導措置の費用を施設等への措置の費用と同様に義務的経費にするとともに、

① 措置解除等の際に親子の生活の再開等を図るため、親子再統合支援事業を制度に位置づける。

② 家庭養育の推進により児童の養育環境を向上させるため、里親支援センターを児童福祉施設として位置づける。

○ 妊婦に対する寄り添いや心理的ケア、出産支援、産後の生活支援など支援を必要とする妊婦に対する包括的な支援事

業を制度に位置づける。

＜里親支援センターの設置＞

➢ 里親の普及啓発、里親の相談に応じた必要な援助、入所児童と里親相互の交流の場の提供、里親の選定・調整、委託
児童等の養育の計画作成といった里親支援事業や、里親や委託児童等に対する相談支援等を行う。

➢ 里親支援の費用を里親委託の費用と同様に義務的経費とする。

＜親子再統合支援事業（都道府県等の事業※都道府県、政令市、児相設置市）＞

➢ 親子の再統合（親子関係の再構築等）が必要と認められる児童とその保護者を対象

➢ 児童虐待の防止に資する情報の提供、相談、助言等を行う。

例）ピア・カウンセリング、心理カウンセリング、保護者支援プログラム 等

＜妊産婦等生活援助事業（都道府県等の事業※都道府県、市、福祉事務所設置町村）＞

➢ 家庭生活に支障が生じた特定妊婦等とその子ども（親に頼ることができない、出産に備える居宅がない等）を対象

➢ 住居に入居させ、又は事業所等に通所、訪問により、食事の提供などの日常生活の支援を行う。養育に関する相談・
助言、関係機関との連絡調整（産後の母子生活支援施設等へのつなぎ等）、特別養子縁組の情報提供等を行う。 42



※ なお、施行後一定期間をかけて里親支援センターへの移行を促していく方向で検討中。

②府令における規定内容（案）（里親支援センター） 

府令の規定内容（案） 
（設備の基準について）

里親支援センターには、事務室、相談室等の里親等支援対象者が訪問できる設備、その他事業を実施するために必要な設備を設けなければな
らないこととしてはどうか。

（職員配置基準について）
里親支援センターには、①里親支援センターの長、②里親制度等普及促進担当者、③里親等支援員、④里親研修等担当者を置かなければなら

ないこととし、各職員の資格要件は以下のとおりとしてはどうか。

①里親支援センターの長
以下のいずれかに該当し、かつ、里親支援事業の業務の十分な経験を有し、里親支援センターを適切に運営する能力を有する者ア

：児童福祉司の任用資格に該当する者（こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を含む。以下同じ）
イ：里親として、又は児童福祉施設において子どもの養育に５年以上従事した者、かつ、里親制度等への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
ウ：都道府県知事（指定都市及び児童相談所設置市の長を含む。以下同じ。）がア、イに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者

②里親制度等普及促進担当者（里親リクルーター）
以下のいずれかに該当する者

ア：児童福祉司の任用資格に該当する者
イ：里親として、又は児童福祉施設において子どもの養育に５年以上従事した者、かつ、里親制度等への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
ウ：里親制度等の普及促進及び新規里親の開拓に関して、都道府県知事がア、イに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者

※  なお、調査研究での指摘等を踏まえ、ウの要件に該当する者としては、例えば、里親制度等以外の分野において、当該分野の普及促進又は勧誘
等を行った経験を有する者が考えられる旨を通知等でお示しする予定。

③里親等支援員
以下のいずれかに該当する者

ア：児童福祉司の任用資格に該当する者
イ：里親として、又は児童福祉施設において子どもの養育に５年以上従事した者、かつ、里親制度等への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
ウ：里親等への支援の実施に関して、都道府県知事がア、イに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者

④里親研修等担当者（里親トレーナー）
以下のいずれかに該当する者

ア：児童福祉司の任用資格に該当する者
イ：里親として、又は児童福祉施設において子どもの養育に５年以上従事した者、かつ、里親制度等への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
ウ：里親等への研修等の実施に関して、都道府県知事がア、イに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者

（運営基準について）
他の児童福祉施設と同様に、業務の質に関する第三者評価及び関係機関との連携を行う義務がある旨を定めることとしてはどうか。
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子ども家庭福祉の認定資格

※対象となる保育士の範囲は、相談援助や保護者対応等の経験に留意しつつ今後検討

44

社会福祉士
精神保健
福祉士

一定の実務経験のある有資格者のルート

子ども家庭福祉指定研修（100時間程度）

現任者のルート

※当分の間の経過措置

子ども家庭福祉分野の

相談援助の実務経験

４年

：認定機関が認定するカリキュラム

ソーシャルワーク
に関する研修の受
講

保育士の

実務経験

４年

ソーシャルワーク
に関する研修の受
講

試験
※認定機関が実施。指定研修等の効果も測定する実
践的な内容

※子ども家庭福祉の現場で働きながらの受講や試験となるため、現場の
意見も聴きながら内容は今後検討

相談援助の実務経験

２年

子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上（６．関係）

○子ども家庭福祉の現場にソーシャルワークの専門性を十分に身につけた人材を早期に輩出するため、まずは、一定の実務経験の
ある有資格者や現任者について、国の基準を満たした認定機関が認定した研修等を経て取得する認定資格（※）を導入する。

※社会的養育専門委員会（審議会）の報告書では「子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）」とされているが、名称は今後検討

○この新たな認定資格は、児童福祉司の任用要件を満たすものとして児童福祉法上位置づける（※１）。また、現場への任用が進むよ
う、児童相談所のスーパーバイザーになりやすい仕組み（概ね５年→概ね３年の実務経験（※２））や施設等に配置するインセン
ティブを設定する。

※１：児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を要する事項について的確な措置を実施するのに十分な知識等を有する者として規定し、認定機関の認定の枠組み等は下位法令等に規定。

 ※２：要件の短縮は、他のソーシャルワークの現場での経験があるなど、子ども家庭福祉の実践的な能力がある場合に限ることとする。

○新たな認定資格の取得状況その他の施行の状況を勘案するとともに、下記（※）の環境を整備しつつ、児童の福祉に関し専門的
な知識及び技術を必要とする支援を行う者に関して、その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、
国家資格を含め、認定資格の施行（R6.4）後２年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。（◎）

※その者が実施すべき業務の内容、必要な専門的な知識・技術や教育課程の内容の明確化、養成するための必要な体制の確保、その者がその能力を発揮して働くことができる場における雇用の機会の確保

※上記の（◎）参照
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（長島昭久ほか有志提案①＜2022年2月>)
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（長島昭久ほか有志提案①＜2022年2月>)



【参考】 

○仮に市区町村虐待担当対応窓口職員を全員、子ども家庭福祉士（仮称）を配置し

たと仮定すると、9,370人のニーズ。 

 

○中学校区に１人配置、高校に１人配置したスクールソーシャルワーカーを、全員子

ども家庭福祉士（仮称）を配置したと仮定すると、8,575人のニーズ。 

 

○社会福祉士・精神保健福祉士就労状況調査（2020年 11月、公益社団法人社会福

祉振興・試験センター） 

  社会福祉士（登録数）    250,290人 

  精神保健福祉士（登録数）   90,828人 

   なお、精神保健福祉士で、福祉・介護・医療の分野で働いている人の割 

  合は 75.2％。これを登録数に乗じると、約 68,300人となる。 

 

○医療福祉系国家資格登録数（各団体の HP より） 

・視能訓練士 15,351名  

・臨床工学技士 約 24,000名 

・言語聴覚士 36,255名 

・公認心理師 42678名  

市区町村 1,741市町村  

9,370人（虐待担当

対応窓口職員） 

9,370人（虐待担当対応窓口

職員全員と仮定） 

合計  9,370人 

 

 

学

校 

小学校中学校 

 

 

小：13,525箇所 

中：7,020箇所 

3,323人（スクールソーシャ

ルワーカー全員と仮定） 

将来的には、中学校区に１

人配置と想定すると、7,020

人 

3,323人（スクールソ

ーシャルワーカー） 

高校 

 

1,555箇所 411人（スクールソーシャル

ワーカー全員と仮定） 

将来的には、すべての高校

に１人配置と想定すると、

1,555人 

414人（スクールソー

シャルワーカー） 

合計  8,575人 
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施設種別 箇所数・人数
子ども家庭福祉士（仮称）の潜
在ニーズ

児童相談所 225箇所

225人（所長） 225人（所長全員と仮定）

5,168人（児童福祉
司）

5,168人（児童福祉司全員と仮
定）

一時保護所 145箇所 145人（１箇所1人と仮定）

（市区町村）＜再掲＞ 1,741市町村

9,370人（虐待担当対
応窓口職員）

9,370人（虐待担当対応窓口職
員全員と仮定）

児

童
福
祉
施
設

乳児院 144箇所

435人（家庭支援専門
相談員、里親支援専
門相談員）

435人（家庭支援専門相談員、
里親支援専門相談員を全員と
仮定）

児童養護施設 612箇所

1,261人（家庭支援専
門相談員、里親支援
専門相談員）

1,261人（家庭支援専門相談員、
里親支援専門相談員を全員と
仮定）

13,089人（直接処遇
職員を含む全職員
数）

6,545人（困難事例への集中を
踏まえ直接処遇職員等の半
数と仮定）

児童心理治療施設・児童自
立支援施設

109箇所

110人（家庭支援専門
相談員）

110人（家庭支援専門相談員
を全員と仮定）

母子生活支援施設 212箇所 212人（１箇所１人と仮定）

障害児入所施設 474箇所 1,422人（１箇所３人と仮定）

児童家庭支援センター 144箇所 432人（１箇所3人と仮定）

自立援助ホーム 193箇所 579人（１箇所3人と仮定）

アフターケア事業所 95箇所 285人（１箇所3人と仮定）

フォスタリング機関 222箇所 666人（１箇所3人と仮定）

養子縁組民間あっせん機関 22箇所 66人（１箇所3人と仮定）

保育所等 23,539箇所 23,539（１箇所１人と仮定）

児童発達支援センター 737箇所 2,211人（１箇所3人と仮定）

小児科を標ぼうしている病院 2,556箇所 2,556人（１箇所１人と仮定）

厚労省関係ニーズ合計
（市町村を含む）

45,857人

「子ども家庭福祉士（仮称）」の潜在ニーズ概数（厚労省資料から固めに試算） ２０２２年１月７日
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」の創設

家庭養育推進施策における今後の課題等（その１）

（児童相談所、制度等）

● 中核市への児童相談所必置化（保健所並び）

● 全ての児童相談所に「里親・養子推進係・課（仮称）」、「家庭（移行）支援係・課（仮称）」を設置、専門担当

者を増員

● 里親、養子、ファミリーホーム、施設での「ケアニーズに応じた措置費制度」の早期創設

● 特別養子縁組の位置付け明確化、支援等強化（統計、支援、経済的支援、研修強化、フォスタリング事業化等）

● 全ての一時保護に司法関与を。一時保護時の子どもの通学権等権利保障の徹底。一時保護における「家庭養育優先

原則」（里親委託など）の徹底。

● 全児相設置自治体での「アドボケイト制度（意見表明支援員）」の整備

● 「在宅措置」の本格制定、「通所措置」の創設 「予防」の徹底

● ICT・AI活用を含む要保護児童の情報の早期一元・共有システム化（モバイル端末活用により、現場対応迅速化）

● 施設の高機能化・多機能化の推進、施設体系の見直し

● 児童相談所、施設等を客観評価する「日本版Ofsted」の創設

（里親養育、特別養子縁組の推進）

● 全ての児童相談所に「里親・養子推進係・課（仮称）」を設置、専門担当者を増員（再掲）

● 民間フォスタリング機関空白区の早期解消、専門性・質向上（研修等）

● 里親・養子・ファミリーホーム制度における専門性向上、多類型化（含む「一時保護里親」）、研修の頻回化、日

常的助言体制充実。

● 里親、養子、ファミリーホーム、施設での「ケアニーズに応じた措置費制度」の早期創設（再掲）

● フォスタリング機関の実効性ある第三者評価（含む「アウトカム」）

● TVでのゴールデンアワー放映等、政府広報の格段の強化
49



」の創設

家庭養育推進施策における今後の課題等（その２）

（「予防」を含む「家庭支援」の強力推進)

● 全ての児童相談所への「家庭（移行）支援係・課（仮称）」設置。「在宅措置」、「通所措置」等を

含め、虐待予防、親子関係再構築に向けた保護者等支援など「予防」を推進するとともに、里親家庭、

養子家庭、ファミリーホームへの家庭支援を格段に強化。

例：「ショートステイ里親」推進、など。

（基礎自治体による家庭養育支援）

● 市区町村による実効性あるソーシャル・ワーク、児相相談所・里親支援センター・児童家庭支援セン

ター・民間NPO等との連携

● 「こども家庭センター」はじめ、市区町村における子ども家庭担当ソーシャルワーカーの能力（研修

体制）、人数ともの増強

（全国の官民人材の資質向上）

● 「こども家庭福祉士（仮称）」の早期の国家資格創設

（逆境体験児童へのメンタルケア充実）

● 医学教育における教育充実、児童精神科医療の診療報酬の格段の引き上げ、人員配置基準の格段の強

化、「隔離室」の廃止など。

● 米国 CDCの ACEs Study等を参考に、逆境体験の長期的影響に関する研究の開始  EBPMへ
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社会的養育人材の能力・量の充実こそ急務

51

★専門人材による科学に基づく「子どものソーシャルワーク」を能力・量ともに発展、充実させる事
こそが急務。格段のスピードアップが必須。

★こども家庭庁は、自治体・民間に丸投げ、突き放しをせず、全国の要保護・要支援児童が、等し
く、一定水準以上の能力ある人材の下で健全養育されるよう、人材育成・確保態勢の実現に責
任を負うべき。

★そのため、国家資格としての「子ども家庭福祉士（仮称）」導入をはじめとする「社会的養育エコ
システム」を、責任をもって構築、常時その維持に責任を負うべき。

●児童相談所人材の能力向上、充実
●市町村・福祉・教育現場人材の能力向上、充実
―――自治体は「子ども家庭福祉士（仮称）」等中核的専門人材を長期配置。研修充実。
―――フォスタリング機関人材の能力向上。

●里親・特別養子養親・ファミリーホーム養育者の能力向上、充実
―――国は、研修の格段の質・量向上を、自治体は、「上乗せ、横出し」を実践。
―――「登録前研修＋５年毎更新研修」➡「登録前研修＋頻回研修＋専門研修」、「特別

養子養親研修」
●児童福祉施設の人材の能力向上、充実
―――高機能化、多機能化にふさわしい専門人材の必置化。施設採用要件の「中学卒」は再

考すべき。
●児童精神医学の充実
―――医学教育、診療報酬体系、人員配置基準の見直し、「医療と福祉の融合」等。

●司法人材の能力向上



」の創設

「特別養子縁組」の取り扱いの改善、充実

★ 平成２８年児福法改正により、特別養子縁組は児童相談所の正規の業務化。しかし、制度自体は裁判所所管
であるなどから、「児童相談所取扱い特別養子縁組件数」の全国データすら存在しない状態。結果、養子成立
後は「普通の親子」と整理され、養親、養子のケアニーズを充たしていない可能性。

★ この際、省庁縦割りの弊害を克服し、「こども家庭庁」が創設されたこの機を捉え、制度、扱いを「個々の子ど
もの健全な養育実現」の観点から一元的に、さらに大きく見直す要。

● 特別養子縁組関連諸統計の整備、一元把握、公表（児童相談所・民間団体扱い双方）

● 養子縁組成立後、養子が１８歳到達までの養子家庭へのケアニーズに応じた支援、養親研修の義務化、充実。

――養子家庭へのケアニーズに応じた支援・経済的支援提供を義務付けるとともに、養親への研修を

フォスタリング業務の対象とすべき。

――医療費の無料化、高等教育就学支援制度の対象化など、里親制度との整合性確保。

――民間団体関与ケースも、児童相談所関与により、同等の扱いへ。

● 養子縁組成立後の養子を含め、子ども全般が利用可能な、独立した相談窓口の設置（3桁番号の新設等）。

● 養子縁組データの国による集中管理により、「出自を知る権利」を保障するとともに、国際養子の適切性を審

査、データ管理。
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＜参考＞
「『フォスタリング機関及びその業務に関するガイドライン』について」から抜粋

（厚労省子ども家庭局長通知、平成３０年７月６日）

〇なお、法律上、親族里親や養子縁組里親もフォスタリング業務における支援対象に含まれるが、養子縁
組成立後の養親及び養子への支援についてはフォスタリング業務には当たらない。
一方で、養子縁組成立後の養親及び養子への支援については、都道府県（児童相談所）の業務として
児童福祉法第11 条第1 項第2 号トに規定されていることから、

・ 都道府県（児童相談所）のフォスタリング業務を担う職員が、フォスタリング業務に連続するものとして、
養親及び養子への支援を実施することや、

・ フォスタリング業務に付随するものとして、民間フォスタリング機関に委託することも考えられるが、
いずれの場合においても、支援の連続性が確保されることが望ましい。



小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の概要 

１．事業内容
小規模住居型児童養育事業は、養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う家庭養護の一環として、要保護児童

（保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童）に対し、この事業を行う住居
において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊か
な人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援する。

２．法律上の根拠
児童福祉法第６条の３第８項

３．実施主体
都道府県、指定都市、児童相談所設置市

４．運営主体（事業者）
都道府県知事等が適当と認めた者

５．職員配置について
養育者２名（配偶者）＋補助者１名、又は養育者１名＋補助者２名
※ 養育者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者に限る。

※ ファミリーホーム養育者は養育里親であることが必要。
６．ホームへの入居

児童福祉法第27条第１項第３号の規定に基づき、児童相談所が要保護児童の養育を委託

７．補助根拠
児童福祉法第５３条

８．補助率
１／２（国１／２、都道府県･指定都市・児童相談所設置市１／２）

９．ホーム数、委託児童数
ホーム数：４４６か所、委託児童数：１，７１８人 ※福祉行政報告例（令和4年3月末現在） 53



里親、ファミリーホーム、グループホームの比較

里親（養育里親） ファミリーホーム 地域小規模児童養護施設 分園型小規模グループケア

形態 家庭養護（養育者の家庭に迎え入れて養育を行う） 施設養護（施設を小規模化・地域分散化し、家庭的な養育環境とする）

位置づけ 個人
第２種社会福祉事業

（多くは個人。法人も可能。）
第１種社会福祉事業である児童養護施設の一部

措置児童数 １～４名 定員５～６名 １グループ４～６人 １グループ４～６人

養育の体制
里親

（夫婦又は単身）
養育者と補助者があわせて３名以上

常勤２名＋非常勤１名
小規模かつ地域分散化加算を受けた
場合、さらに最大３人まで常勤職員の
加配可能

基本的人員配置１．５人（４：１）に加え、
常勤１名＋非常勤（管理宿直職員）１名
を加配
小規模かつ地域分散化加算を受けた場
合、さらに最大３人まで常勤職員の加配
可能

資格要件

①要保護児童の養育についての理解
及び熱意並びに児童対する豊かな愛
情を有していること
②経済的に困窮していないこと
③都道府県知事が行う養育里親研修
を修了していること
④里親本人又はその同居人が欠格事
由に該当していないこと

①養育里親として２年以上同時に２人
以上の委託児童の養育の経験を有す
る者
②養育里親として５年以上登録してい
る者であつて、通算して５人以上の委
託児童の養育の経験を有するもの
③乳児院、児童養護施設、児童心理治
療施設又は児童自立支援施設におい
て児童の養育に３年以上従事した者
④都道府県知事が①～③に掲げる者
と同等以上の能力を有すると認めた者

専任の職員として児童指導員又は
保育士を２名
その他の職員（非常勤可）

専任の職員として児童指導員又は
保育士
管理宿直等職員（非常勤可）

欠格事由

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
るまでの者
②児童福祉法、児童ポルノ禁止法等の規定により罰金の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
③児童虐待防止法第２条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた
者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

―

措置費
（月額）

事業費
児童の一般生活費
（乳児60,670円、乳児以外52,620円）、
各種の教育費、医療費等＊１

児童の一般生活費
（乳児60,410円、乳児以外52,360円）、
各種の教育費、医療費等＊１

児童の一般生活費、各種の教育費、支度費等事業費は共通

その他

里親手当
・養育里親 90,000円
（２人目以降は90,000円を加算）
・専門里親 141,000円
（２人目は141,000円を加算）

事務費（人件費含む）＊２

委託児童６人の場合
児童１人当たり 152,410円＊３

建物賃借費
賃借に係る実費を加算

上記の人件費に基づく事務費を地域
小規模児童養護施設の児童定員数
に応じて算定（定員払い）

上記の人件費に基づく事務費を本体施
設の児童定員数及び、小規模グループ
ケアの設置数に応じて算定（定員払い）

＊１ 障害児通所支援の利用が可能（利用者負担なし）
＊２ 事務費は定員規模や所在地の地域区分等によって単価が異なる
＊３ 松山市の場合
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・小規模かつ地域分散化加算３人
まで
・自立支援担当職員加算 １人

児童養護施設
分園型地域小規模グループケア

分園型地域小規模グループケアとファミリーホーム

子ども６人

正職２ 非常勤１

ファミリーホーム

こども６人対して大人6.5人
（正職６人非常勤１人）

子ども５．６
人

こどもの半数近くは障害のあるこどもプラス
ケアニーズの高い子ども

養育者 ＋ 補助者（非常勤２人分）

こども5・6人に対して
正職１人 非常勤２人

出典：（社会福祉法人）麦の子会作成資料
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（６）障害等のある児童の増加
社会的養護を必要とする児童においては、全体的に障害等のある児童が増加しており、里親においては２４．９％、

児童養護施設においては３６.７％が、障害等ありとなっている。

○社会的養護を必要とする児童のうち、障害等のある児童の割合

（出典）児童養護施設入所児童等調査結果

56



課題（吹き出し部分）

⚫ 治療における保護者の同意：精神保健福祉法と児童福祉法は補完しあっておら
ず、精神保健福祉法上の児童精神科入院治療では、特に生じやすい問題

⚫ 隔離・拘束を要する患児には、身体疾患でいうところの集中治療室（PICU）に匹
敵する看護力が必要。人手があれば、隔離拘束を減らすことはできる

⚫ 親の貧困のみならず、児童福祉法上の措置費は入院にかかる生活費を想定して
いない

⚫ 子どもの安全を守る委員会（CAPS）や子ども虐待スクリーニングチーム（SCAN
）などの設置（診療報酬外）

⚫ 退院した後の子どもや親のための支援として、リカバリー総合応援部（注）の設置
（診療報酬外）

出典：「児童精神科医療の現状と課題」 全国児童青年精神科医療施設協議会

自民党・超党派議員連盟合同総会（２０２３年２月２２日）資料より
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」の創設

児童精神科医療の診療報酬改革について

58

要望書 2023年9月12日

児童・思春期精神科治療において以下の診療報酬加算を要望します。

1. 不適切な養育が疑われる子どもの児童・思春期精神科入院医療に対する養育支援体制加算（要保護児童および一時保護
委託による入院治療加算）

2. 予約の取りにくい児童・思春期精神科でできるだけ早い対応が必要となるため、児童相談所等の行政関係機関からの依頼
で緊急に診療を行う、自傷、自殺念慮、性虐待・他害等の緊急（予約から1週間以内）受診への加算

3. 上記の子どもについての児相などの関係機関との会議（多職種連携）に関する手当

4. 社会的養護（里親、乳児院、児童養護施設による養育）を受けている子ども、児童心理治療施設、児童自立支援施設に入
所中の子どもへの医学的アセスメントと必要な専門治療をおこなう加算

5. 児童・思春期精神科入院治療のハイケアユニット新設（隔離拘束をしない入院治療）

主旨

子どもの育ちを担う環境が大きく変化する中、自傷、自殺、他害などさまざまな問題を抱える子どもが急増している。例えば、
心理的居場所を失い、通称「トー横」（新宿歌舞伎町）「グリ下」（大阪）「ドン横」（名古屋）等に集まっている子どももその例である。
またこのような子どものみならず、施設内不適応や衝動的行動を示す子どもの多くに、虐待を始めとする逆境体験がある。医学
的には、発達障害、愛着障害、トラウマが複合的に関わっており、医学的アセスメントと治療が欠かせない子どもである。しかし、
その子どもに、本来対処することになる児童相談所では、対応に苦慮している。

これらの子どもの実状に対処するためには、児童・思春期精神科医療が積極的にこの問題に関わるべきで、専門的医療の介
入がないと子どもを救えず、問題が悪化する。逆境体験のある子どものアセスメントと治療に児童・思春期精神科医療が関わり、
子どもの精神的健康を取り戻し、子どもの精神発達を促す基盤づくりに児童相談所とともに取り組むことが必須である。特に、長
い間のあるいは激しい逆境体験にさらされた子どもの治療には、愛着障害をもとにした対人関係の問題が治療スタッフとの間で
も激しく頻繁に生じ、感情調節障害も顕著であるために、人的・構造的に、相当の強度をもった治療環境を要するため、ハイケア
ユニットが必要である。

全国児童青年精神科医療施設協議会
代表 原田謙 長野県立こころの医療センター駒ケ根 副院長
世話人 笠原麻里 医療法人財団青溪会 駒木野病院 副院長

田中究 兵庫県立ひょうごこころの医療センター 院長



日本の児童精神科医は圧倒的に少ない（日米比較）

●米国 医師数：2022年、未成年人口：2019年
出典：The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

●日本 医師数：2023年、未成年人口：2021年
出典：日本児童青年精神医学会認定医、総務省統計局

米国は日本の約５倍！
それでも米国児童青年精神医学会は
「まだ足りない」と訴えている。
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」の創設

家庭養育推進施策における今後の課題等（その２）
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●発育途上の「子どもの一日」と、
成熟した「大人の一日」の重みは、全く異なる。

●大人は、「今日も明日も殆ど同じ」だが、
子どもの「明日は今日とは全く違う」。

●「子どもの1年」は、「大人の10年」にも匹敵。

●「大人は待っても大差ない」が、「子どもは待てない」。

子どもには、スピードこそ決定的に重要。
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